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証券コード 3967
2023年５月８日

（電子提供措置の開始日 2023年５月２日）
株 主 各 位

岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地12

株 式 会 社 エ ル テ ス
代表取締役社長 菅 原 貴 弘

第12期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第12期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://eltes.co.jp/ir/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧
書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧下さい。
なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参

考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2023年５月23日（火曜日）午後６
時30分までに到着するようご送付下さいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

1. 日 時 2023年５月24日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）

2. 場 所 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号
霞が関ビルディング１階 プラザホール
（末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目的事項
報 告 事 項 1. 第12期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第12期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）

計算書類報告の件
決 議 事 項
議 案 取締役２名選任の件

以 上
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、下記の事項を記載してお
りません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
・会社の新株予約権等に関する事項
・連結計算書類の連結注記表
・計算書類の個別注記表
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新任 社外

独立 男性

新任 社外

独立 男性

株主総会参考書類
議案及び参考事項

議 案 取締役２名選任の件

本株主総会終結の時をもって、取締役 松林 篤樹氏が、2023年４月30日をもって取締役 伊藤 潤一氏がそれ
ぞれ辞任により退任となりますことから、その補欠として、取締役２名の選任をお願いするものであります。な
お、補欠として選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期満了する時（2024
年２月期に係る定時株主総会の終結の時）までとなります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番号 氏 名 現在の地位および担当

１
い とう ゆたか

伊 藤 豊 ―

２
あさ ぬま とも ゆき

浅 沼 智 之 ―
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新任 社外 独立 男性
候補者番号

１
い とう ゆたか

伊 藤 豊
生年月日 1977年11月３日生 所有する当社の株式の数 －株

略歴、地位、担当
及び重要な兼職の状況

2000年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
2005年10月 スローガン㈱設立 代表取締役社長
2015年９月 KMFG㈱ 代表取締役（現任）
2016年10月 スローガンアドバイザリー㈱ 取締役
2016年10月 チームアップ㈱ 取締役（現任）（2023年5月30日退任予定）
2023年２月 スローガン㈱ 取締役（現任）（2023年5月30日退任予定）
（重要な兼職の状況）
スローガン㈱ 取締役

選任理由及び期待される役
割の概要

同氏は、上場企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。
同氏には、これらの知見を活かして、独立した立場から経営の意思決定の妥当性及
び適正性を確保するための助言・提言を行って頂けることを期待し、取締役候補者
としております。
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新任 社外 独立 男性
候補者番号

２
あさ ぬま とも ゆき

浅 沼 智 之
生年月日 1979年５月22日生 所有する当社の株式の数 －株

略歴、地位、担当
及び重要な兼職の状況

2004年４月 吉野石膏㈱ 入社
2009年６月 安保土地家屋調査士事務所 入社
2010年６月 浅沼土地家屋調査士事務所 入社
2014年６月 ㈱M-works創業 代表取締役（現任）
2019年８月 公益社団法人岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 理事就任
2021年６月 あさぬま土地家屋調査士法人設立 特定社員（現任）
2021年８月 公益社団法人岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 常任理事

（現任）
（重要な兼職の状況）
㈱M-works 代表取締役
あさぬま土地家屋調査士法人 特定社員

選任理由及び期待される役
割の概要

同氏は、土地家屋調査士として培ってきた不動産実務経験とデジタルツインに関す
る見識を有しております。
同氏には、これらの知見を活かして、当社が掲げるメタシティ構想に関する分野に
ついて専門的な観点から当社の業務執行に対する監督・助言を頂けることを期待
し、取締役候補者としております。

注）1. 当社と各候補者との間には特別の利害関係はありません。
なお、各取締役候補者の任期は、当社定款の定めにより、在任取締役の任期の満了すべき時までとなります。

2. 各候補者は、社外取締役候補者であります。各候補者の社外取締役就任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく、
独立役員として指定する予定であります。

3. 当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締
結しております。各候補者の選任が承認された場合、各候補者との間で本契約を締結する予定でおります。なお、当該契約
における損害賠償責任の限度額は法令が定める額といたします。

4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、
被保険者が負担することになる損害賠償金・争訴費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。各候補者
は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しておりま
す。

以上
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事 業 報 告

（2022年
2023年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当連結会計年度（2022年3月1日～2023年2月28日）における当社グループを取り巻く日本経済は、
新型コロナウイルス感染症の影響は残るものの、行動制限の緩和による経済活動の緩やかな正常化が進み
ました。一方で、世界的な金融引き締めによる円安の進行やロシアのウクライナ紛争の長期化に伴う資源
高や物価高など、国内景気は引き続き不透明な状況が続きました。
このような状況下にあっても、ソーシャルメディアの利用率は上昇の一途をたどり、社会のデジタル化

に合わせた企業や地方自治体のデジタル化への対応や競争力強化を目的としたＩＴ投資は好調に推移して
います。また、外食業界で頻発する不適切行為に伴うＳＮＳ炎上や、デジタル空間を起点とした広域強盗
事件などの発生によって、インシデントへの危機感が高まっております。これらのリスクマネジメントへ
のニーズの高まりを背景に、当社グループでは多様なデジタルリスクへのソリューションを提供して参り
ました。
また警備業界においては、国内の警備員構成比の高齢化（警察庁「令和３年における警備業の概況」）

や慢性的な人手不足、デジタル化推進遅延による生産性向上の停滞などさまざまな問題に直面しており、
当社グループでは警備業界のデジタル化による業界全体の生産性向上を推進しております。さらに、地方
自治体においてはＩＣＴ等を活用したデジタル化推進による住民の暮らしの向上が求められており、当社
グループでは行政サービスをデジタル化する取り組みを進めております。

このように当社グループは「健全にテクノロジーが発展する豊かなデジタル社会を守り、デジタル社会
にとってなくてはならない存在になること」というビジョンを掲げ、デジタル化に伴うさまざまな社会課
題の解決に取り組んできました。当社グループの中期経営計画「Ｔｈｅ Ｒｏａｄ Ｔｏ 2024」において
再定義した３つの事業セグメントを基盤にそれぞれの拡張と企業提携等の手法を活用しながら、2022年
５月に発表した「メタシティ構想」を実現すべく、各事業が相互にシナジーを生み出せる形へと昇華する
ことを目指しております。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は4,685,520千円（前年同期比74.7％増）となりました。人材
採用及び育成への投資、M＆A諸費用（72,250千円）の計上による一時的な影響を受けているもののＥＢ
ＩＴＤＡは446,608千円（前年同期比80.1％増）、営業利益は、202,534千円（前年同期比152.0％増）
となりました。経常利益は、143,745千円（前年同期比52.8％増）となりました。また、親会社株主に
帰属する当期純利益は、42,644千円（前年同期比66.6％減）となりました。

（注）当社グループの業績の有用な比較情報として、ＥＢＩＴＤＡを開示しております。ＥＢＩＴＤＡ
は、税引前当期純損益から非現金支出項目（減価償却費及び償却費）等の影響を除外しております。ＥＢ
ＩＴＤＡの計算式は以下のとおりです。
・ＥＢＩＴＤＡ＝税引前当期純損益＋支払利息＋減価償却費及び償却費

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。
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（デジタルリスク事業）
デジタルリスク事業は、主にＳＮＳやブログ、インターネット掲示板などＷｅｂ上のソーシャルメディ

アに起因するリスク対策を支援するソーシャルリスク対策と営業秘密情報の持ち出しなどの社内に潜むリ
スクを検知するインターナルリスク対策から構成されております。
「ソーシャルリスク対策」は、リスク検知時の初動対応コンサルティングを含むＷｅｂリスクモニタリ

ングを主力サービスとして提供しています。デジタル上の情報量の増加や影響力の高まりによって、ＩＰ
Ｏ検討企業や製薬企業など、多種多様な課題解決を目的に活用が進んでいます。また、社内規程作成支援
や従業員向け研修の提供など、幅広い形で企業のＳＮＳリスク対策サービスを提供致しました。
「インターナルリスク対策」は、昨今話題となっている営業秘密等の機密情報持ち出し対策や、経済安

全保障の観点による情報管理強化支援を目的に製造業・金融業を中心に新規導入が進みました。さらに国
内大手企業から中小企業まで幅広い企業へのアプローチを目的に、パートナーシップ制度の運営に取り組
んでまいります。 今後、より多様かつ高精度なリスク分析の実現に向けて、自然言語処理技術を用いた
内部不正対策にも取り組んでまいります。
以上の結果、売上高は2,374,726千円（前年同期比23.4％増）、セグメント利益は883,647千円（前年

同期比23.0％増）となりました。 また、Ｍ＆Ａ諸費用などの一時費用を除くセグメント利益は912,347
千円となりました。

（ＡＩセキュリティ事業）
ＡＩセキュリティ事業は、フィジカルな警備事業を運営しつつ、運営の中で生じる課題解決のためにＡ

ＩやＩｏＴを組み合わせた警備業界のＤＸを推進しております。株式会社ＡＩＫの主要サービスである
「ＡＩＫ ｏｒｄｅｒ」については、登録者数拡大が続いており、2023年2月には導入警備会社の対応可能
地域が全国47都道府県全てを網羅致しました。建設業や小売店を依頼者としたマッチングによる案件成約
事例も増加しており、既存サービスの改善活動やカスタマーサクセス活動の成果に繋がっております。ま
た、ＰＭＩ推進本部を中心に、警備事業を提供する株式会社Ａｎｄ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ、ＩＳＡ株式会社、
ＳＳＳ株式会社の新規営業体制強化に取り組んでおり、新規案件受注という成果にも繋がっています。
一方で、Ｍ＆Ａ諸費用やデジタルプロダクトの開発投資などがセグメント別営業利益に影響を与えまし
た。
以上の結果、売上高は1,334,547千円（前年同期比84.5%増）、セグメント損失は34,855千円（前年同

期は52,646千円のセグメント損失）となりました。また、Ｍ＆Ａ諸費用などの一時費用を除くセグメン
ト損失は25,755千円となりました。

（ＤＸ推進事業）
ＤＸ推進事業は、行政の住民サービスのデジタル化支援、エンジニアなどのＤＸ人材の派遣サービスを

展開しています。行政の住民サービスのデジタル化支援では、住民総合ポータルアプリや健康増進アプリ
などの提供に注力しました。2022年12月には宮崎県延岡市のポータルアプリのサービス提供が開始とな
り、2023年1月には熊本県長洲町と包括連携協定を締結するなど、着実に事業を前進させております。株
式会社ＧｌｏＬｉｎｇは、事業体制と戦略の明確化に注力しました。さらに、当社グループが掲げる「メ
タシティ構想」への動きも着実に推し進めております。 一方で、Ｍ＆Ａ諸費用やプロダクトの開発投資
などがセグメント別営業利益に影響を与えました。
以上の結果、売上高は1,037,928千円（前年同期比2,582.4％増）、セグメント損失は84,739千円（前

年同期は65,695千円のセグメント損失）となりました。 また、Ｍ＆Ａ諸費用などの一時費用を除くセグ
メント損失は50,289千円となりました。
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（2） 設備投資等の状況
当連結会計年度におきましては、事務所内の労働環境改善や生産性向上を目的としたリニューアル工事

や社内セキュリティ改善のための設備投資を行い、その総額は48,181千円となりました。

（3） 資金調達の状況
当社グループは、当連結会計年度中において、第三者割当増資による新株式を発行し、2022年5月17

日に805,200千円の調達を行いました。また子会社取得資金として、長期借入金1,804,000千円、ならび
に事業拡大のため長期借入金230,000千円を調達いたしました。

（4）対処すべき課題
当社グループでは、以下の事項を対処すべき課題として取り組みを進めております。

① 収益基盤であるデジタルリスク事業の強化
中長期的な企業価値向上には、持続的な成長を支える収益基盤の拡大が不可欠であると考えておりま

す。高収益プロダクトの販売強化と、内製化によるコスト削減効果によって、収益基盤の強化を進めて
まいります。また重点市場においては他領域の企業と積極的にアライアンスを展開し、統合的に捉えた
サービスの拡充によって収益性の向上を図ります。

② 育成段階にあるAIセキュリティ事業、DX推進事業の利益貢献
当社グループでは、警備業界のデジタル化、行政サービスのデジタル化を促進するプロダクトの開

発・展開に取り組み、健全なデジタル社会の発展に寄与する新たな事業の創出と育成に挑戦しておりま
す。警備業界のデジタル化を促進する「ＡＩＫ ｏｒｄｅｒ」においては、営業・マーケティング活動
の強化による新規登録ユーザーの獲得と、登録ユーザーの利用促進を行うカスタマーサクセスを強化、
行政サービスのデジタル化を実現するスーパーアプリについては、成功事例の横展開による拡販に注力
し、早期の利益貢献を目指します。

③ グループ経営管理
中長期的な企業価値向上には、当社グループが一丸となり、各社の強みを発揮して価値の最大化を実

現することが不可欠と考えております。経営戦略本部、組織マネジメント本部を中心にグループ各社の
経営資源を一元的に管理し、業績管理のモニタリング体制の強化、グループ各社のシナジーを最大化す
るよう努めて参ります。

④ 人材の育成
中長期的な企業価値向上には、競争優位性を高めるための多様な人材の継続的な強化が不可欠と考え

ております。グループ内における人材の適材適所への柔軟な配置転換や研修などの人的資本投資の強化
により、能力向上の機会を創出し、人材の育成を強化致します。

⑤ 優秀な人材の確保
非連続な事業の成長には、優秀な人材の確保が不可欠と考えております。人材育成の取組と並行し

て、優秀な人材確保に向けた、人事評価制度の整備、多様な働き方を可能にする人事制度の充実、研修
制度などの教育基盤の強化に取り組んで参ります。また、採用広報活動などにも投資し、優秀な人材獲
得に努めます。
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株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

（5）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
当社は、2022年3月28日に株式会社ＧｌｏＬｉｎｇ、2022年4月25日にアクター株式会社を取得し子

会社といたしました。当社子会社の株式会社ＡＩＫは2022年3月16日にＩＳＡ株式会社、ＳＳＳ株式会
社の全株式を取得し子会社化しました。同じく当社子会社の株式会社ＪＡＰＡＮＤＸは2022年9月1日に
株式会社メタウンの全株式を取得し子会社化しました。

（6）財産および損益の状況の推移
企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第９期
2020年２月期

第10期
2021年２月期

第11期
2022年２月期

第12期
（当 連 結 会 計 年 度）

2023年２月期
売 上 高 1,963,995 千円 1,989,725 千円 2,682,567 千円 4,685,520 千円

営業利益又は営業損失（△） 186,550 千円 △333,625 千円 80,367 千円 202,534 千円

経常利益又は経常損失（△） 174,704 千円 △357,618 千円 94,063 千円 143,745 千円

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 又 は
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （△）

86,277
千円

△529,517
千円

127,811
千円

42,644
千円

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） 16.77 円 △102.02 円 24.46 円 7.28 円

総 資 産 2,063,194 千円 2,433,602 千円 2,470,458 千円 6,000,402 千円

純 資 産 1,703,501 千円 1,274,012 千円 1,400,110 千円 2,335,015 千円

１ 株 当 た り 純 資 産 額 322.98 円 234.84 円 258.97 円 379.74 円

（注）1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示し、１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）及び１株当たり純資産額
は、銭未満をそれぞれ四捨五入して表示しております。

2. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）の算出に際しては、期中平均発行済株式総数（自己株式控除後）に
基づき算出しております。

3. １株当たり純資産額は、期末発行済株式総数（自己株式控除後）に基づき算出しております。
4. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、当

連結会計年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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（7）重要な子会社の状況
① 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議 決 権 の 比 率 主要な事業内容

㈱ A I K 10,000 千円 94.62 ％ リスク情報分析および
危機管理対応支援

㈱ エ ル テ ス キ ャ ピ タ ル 10,000 千円 100.00 ％ 企業等への投資および
投資先支援等

㈱ エ フ エ ー ア イ 3,000 千円 100.00 ％ 風評被害対策および
Ｗｅｂマーケティング

㈱ J A P A N D X 20,000 千円 100.00 ％ ＤＸソリューションの提供

㈱ A n d S e c u r i t y 10,000 千円 94.62
(94.62)

％ 警備業

Ｉ Ｓ Ａ ㈱ 10,000 千円 94.62
(94.62)

％ 警備業

Ｓ Ｓ Ｓ ㈱ 500 千円 94.62
(94.62)

％ 警備業

㈱ G ｌ ｏ Ｌ ｉ ｎ ｇ 5,000 千円 100.00 ％ ＳＥＳ、派遣サービス、メインフレ
ーム、受託開発事業

ア ク タ ー ㈱ 5,000 千円 100.00 ％ 検索広告、ディスプレイ広告、
YouTube広告の運用等

㈱ メ タ ウ ン 1,000 千円 100.00
(100.00)

％ 不動産管理業

（注）1. 当社の連結子会社は、上記の10社であります。
2. 「議決権の比率」欄の（ ）内は、当社が間接所有する議決権の比率を内数で記載しております。

② 当事業年度末日における特定完全子会社の状況
会 社 名 住 所 帳簿価額の合計額 当社の総資産額

㈱ メ タ ウ ン 東京都渋谷区千駄ヶ谷２－１－８ 1,581百万円 3,203百万円

（8）主要な事業内容（2023年２月28日現在）
当社グループは、社会のデジタル化に対する新たなリスクを解決すべく、リスク検知に特化したビッグ

データ解析によるソリューションを提供しており、デジタルリスク事業、ＡＩセキュリティ事業及びＤＸ
推進事業の3事業を展開しております。
デジタルリスク事業は、Ｗｅｂ上の様々なソーシャルメディアに起因するリスクに対して、モニタリン

グ及びコンサルティングを行うソーシャルリスク対策サービスと、企業内のログデータ等多種多様なデー
タを統合的に分析し、営業秘密持ち出しなどの内部脅威を検知するインターナルリスク対策サービスを展
開しております。
ＡＩセキュリティ事業は、フィジカルな警備事業を運営しつつ、運営の中で生じる課題解決のためにＡ

ＩやＩｏＴを組み合わせた警備業界のＤＸを推進しております。
ＤＸ推進事業は、行政の住民サービスのデジタル化支援、エンジニアなどのＤＸ人材の派遣サービスを

展開しています。
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（9）主要な営業所（2023年２月28日現在）
① 当社

名称 所在地

本 店 岩 手 県 紫 波 郡 紫 波 町

本 社 東 京 都 千 代 田 区

大 阪 オ フ ィ ス 大 阪 府 大 阪 市

名 古 屋 オ フ ィ ス 愛 知 県 名 古 屋 市

②子会社
名称 所在地

㈱ エ フ エ ー ア イ 大 阪 府 大 阪 市

㈱ A I K 東 京 都 渋 谷 区

㈱ A n d S e c u r i t y 東 京 都 渋 谷 区

㈱ J A P A N D X 東 京 都 千 代 田 区

㈱ エ ル テ ス キ ャ ピ タ ル 東 京 都 千 代 田 区

Ｉ Ｓ Ａ ㈱ 北 海 道 札 幌 市

Ｓ Ｓ Ｓ ㈱ 北 海 道 札 幌 市

㈱ G ｌ ｏ Ｌ ｉ ｎ ｇ 東 京 都 新 宿 区

ア ク タ ー ㈱ 岡 山 県 岡 山 市

㈱ メ タ ウ ン 東 京 都 渋 谷 区

（10）従業員の状況（2023年２月28日現在）
従業員数 前連結会計年度末比増減
320 (221)名 85名増（ 92名増 ）

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は年間平均雇用人員を（ ）内に外書きで記載しております。
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（11）主要な借入先の状況（2023年２月28日現在）
借入先 借入額

株式会社りそな銀行 2,129,938 千円

株式会社三井住友銀行 188,200 千円

株式会社横浜銀行 148,331 千円

株式会社岩手銀行 100,000 千円

株式会社東北銀行 79,960 千円

株式会社千葉銀行 41,666 千円

（12）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項（2023年２月28日現在）
(1) 発行可能株式総数 17,600,000株
(2) 発行済株式の総数 6,025,737株（自己株式25,143株を除く。）
(3) 株主数 4,733名
(4) 大株主

株主名 持株数 持株比率

株式会社TSパートナーズ 1,013,900
株

16.82
％

株式会社ラック 620,000 10.28

DOSO株式会社 410,000 6.80

菅 原 貴 弘 317,200 5.26

三井住友信託銀行株式会社 166,600 2.76

株式会社マイナビ 83,200 1.38

株式会社電通グループ 67,100 1.11

株式会社SBI証券 64,366 1.06

楽天証券株式会社 63,900 1.06

学校法人国際総合学園 60,000 0.99

（注）1. 持株比率は小数点第２位未満を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は、自己株式（25,143株）を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項
①当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

該当事項はありません。

②第三者割当増資
2022年5月17日を払込期日とする第三者割当てによる新株式発行により、発行済株式の総数は
825,000株増加しております。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項
(1) 当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

（2023年２月28日現在）
第３回新株予約権
・臨時株主総会決議の日 2016年２月15日
・発行決議の日 2016年２月15日
・払込金額 払込を要しない
・行使価格 １株当たり600円
・行使期間 2018年３月１日から2026年２月14日まで
・行使条件
a. 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
b. 新株予約権を引受けた者が、権利行使時において、当社の取締役、監査役及び従業員の地位を保

有していることとする。
c. 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
d. 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

・当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的となる株式の
種類及び数 保有者数

取 締 役
（社外取締役を除く） 100個 普通株式 20,000株 １名
（注）当社は、2016年７月30日を効力発生日として、普通株式１株を100株に分割し、また、2017年６月１日を効

力発生日として、普通株式１株を２株に分割しております。これにより、「目的となる株式の種類及び数」は調
整後の内容となっております。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対して交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①第４回新株予約権（2017年８月21日取締役会決議）
新株予約権の数 2,000個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 200,000株
（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり8,800円
新株予約権の行使価格 普通株式１株当たり2,995円
新株予約権の行使期間 2019年６月１日 ～ 2024年９月６日

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、2018年２月期から2021年２月
期までの有価証券報告書に記載される報告セグメン
トにおけるデジタルリスク事業のセグメント営業利
益が、次の各号に掲げる各金額を超過した場合に限
り、各新株予約権者に割当てられた本第４回新株予
約権のうち、当該各号に掲げる割合（以下、「行使可
能割合」という。）を限度として行使することができ
る。
(a)2018年２月期及び2019年２月期のセグメント営
業利益の合計額が５億円を超過した場合： 行使可能
割合20％
(b)2020年２月期及び2021年２月期のセグメント営
業利益の合計額が８億円を超過した場合： 行使可能
割合100％
なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事業
年度において当社がデジタルリスク事業の単一セグ
メントである場合には、セグメント営業利益に代え
て損益計算書（連結損益計算書を作成している場合
には連結損益計算書）における営業利益をもって行
うものとする。また、事業セグメントの変更等によ
り上記セグメント営業利益を参照することが適切で
ないと取締役会が判断した場合や適用する会計基準
の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更
があった場合には、上記利益目標と実質的に同等な
ものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて
定めるものとする。
② 本第４回新株予約権の行使によって、当社の発行
済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を
超過することとなるときは、当該本第４回新株予約
権の行使を行うことはできない。
③ 各本第４回新株予約権１個未満の行使を行うこと
はできない。

割当先 当社代表取締役
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②第５回新株予約権（2017年８月21日取締役会決議）
本新株予約権は、以下のとおり、第三者割当により発行される新株予約権の発行を行うこと及び時価発行

新株予約権信託を活用したインセンティブプランとなっています。
なお、時価発行新株予約権信託とは、時価により発行される新株予約権を受託者が保管しておき、一定の

期日になった時点で条件を満たした受益者に対して交付するという新たなインセンティブ制度であります。
新株予約権の数 400個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 40,000株
（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり39,000円
新株予約権の行使価格 普通株式１株当たり2,995円
新株予約権の行使期間 2019年６月１日 ～ 2024年９月６日

新株予約権の行使の条件

① 当社から本第５回新株予約権の割当を受けた者
(以下、「受託者」という。)は、本第５回新株予約権
を行使することができず、受託者より本第５回新株
予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または
「本第５回新株予約権者」という。)のみが本第５回
新株予約権を行使できることとする。
② 受益者は、2018年２月期及び2019年２月期の
有価証券報告書に記載される報告セグメントにおけ
るデジタルリスク事業のセグメント営業利益の合計
額が５億円を超過した場合に限り、本第５回新株予
約権を行使することができる。
また、事業セグメントの変更等により上記セグメン
ト営業利益を参照することが適切でないと取締役会
が判断した場合や適用する会計基準の変更等により
参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合に
は、上記利益目標と実質的に同等なものとして別途
参照すべき経営指標を取締役会にて定めるものとす
る。
③ 受益者は、本第５回新株予約権の権利行使時に
おいて、当社または当社関係会社の取締役、監査役、
従業員または顧問であることを要する。ただし、任
期満了による退任、定年退職、その他正当な理由が
あると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 受益者が死亡した場合、その相続人は本第５回
新株予約権を行使することができない。
⑤ 本第５回新株予約権の行使によって、当社の発
行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数
を超過することとなるときは、当該本第５回新株予
約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本第５回新株予約権１個未満の行使を行うこ
とはできない。
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割当先（注）

取締役（社外取締役を除く）
社外監査役
当社グループの従業員
当社グループの顧問
自己新株予約権

１名
２名
11名
３名

20個
18個

112個
57個

193個
（注）信託期間満了日（2019年６月１日）の到来に伴い、当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約を締

結している者のうち受益者適格要件を満たす者に対して、その功績に応じ、上記のとおり分配しておりま
す。
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③第６回新株予約権（2017年８月21日取締役会決議）
本新株予約権は、以下のとおり、第三者割当により発行される新株予約権の発行を行うこと及び時価発行

新株予約権信託を活用したインセンティブプランとなっています。
なお、時価発行新株予約権信託とは、時価により発行される新株予約権を受託者が保管しておき、一定の

期日になった時点で条件を満たした受益者に対して交付するという新たなインセンティブ制度であります。
新株予約権の数 1,600個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 160,000株
（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり1,000円
新株予約権の行使価格 普通株式１株当たり2,995円
新株予約権の行使期間 2021年６月１日 ～ 2024年９月６日
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新株予約権の行使の条件

① 当社から本第６回新株予約権の割当を受けた者(以
下、「受託者」という。)は、本第６回新株予約権を行使
することができず、受託者より本第６回新株予約権の付
与を受けた者(以下、「受益者」または「本第６回新株予
約権者」という。)のみが本第６回新株予約権を行使で
きることとする。
② 受益者は、2020年２月期及び2021年２月期の有
価証券報告書に記載される報告セグメントにおけるデジ
タルリスク事業のセグメント営業利益の合計額が８億円
を超過した場合に限り、本第６回新株予約権を行使する
ことができる。なお、上記の業績条件の判定に際して
は、当該事業年度において当社がデジタルリスク事業の
単一セグメントである場合には、セグメント営業利益に
代えて損益計算書（連結損益計算書を作成している場合
には連結損益計算書）における営業利益をもって行うも
のとする。また、事業セグメントの変更等により上記セ
グメント営業利益を参照することが適切でないと取締役
会が判断した場合や適用する会計基準の変更等により参
照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、上
記利益目標と実質的に同等なものとして別途参照すべき
経営指標を取締役会にて定めるものとする。
③ 受益者は、本第６回新株予約権の権利行使時におい
て、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員
または顧問であることを要する。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会
が認めた場合は、この限りではない。
④ 受益者が死亡した場合、その相続人は本第６回新株
予約権を行使することができない。
⑤ 本第６回新株予約権の行使によって、当社の発行済
株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す
ることとなるときは、当該本第６回新株予約権の行使を
行うことはできない。
⑥ 各本第６回新株予約権１個未満の行使を行うことは
できない。

割当先
取締役（社外取締役を除く）
当社グループの従業員
当社グループの顧問

２名
６名
１名

1,029個
564個
７個

（注）信託期間満了日（2021年６月１日）の到来に伴い、当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約を締
結している者のうち受益者適格要件を満たす者に対して、その功績に応じ、上記のとおり分配しておりま
す。
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④第７回新株予約権（2020年７月20日取締役会決議）

新株予約権の数 5,000個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 500,000株
（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり2,400円
新株予約権の行使価格 普通株式１株当たり1,202円
新株予約権の行使期間 2020年８月21日 ～ 2030年８月20日

新株予約権の行使の条件

① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至
るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式
の普通取引終値の１ヶ月間の平均値が一度でも行使
価額に30％を乗じた価格を下回った場合、新株予約
権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で
行使期間の満期日までに行使しなければならないも
のとする。但し、次に掲げる場合に該当するときは
この限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが
判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開
示すべき重要な事実を適正に開示していなかったこ
とが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その
他本新株予約権発行日において前提とされていた事
情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害
すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の
相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 新株予約権者による新株予約権の放棄は認めな
い。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株
式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過
することとなるときは、当該本新株予約権の行使を
行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはで
きない。

割当先 当社取締役 ２名
顧問 ２名
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4. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等（2023年２月28日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 菅 原 貴 弘

㈱AIK 取締役
㈱JAPANDX 代表取締役
㈱エルテスキャピタル 代表取締役
gooddaysホールディングス㈱ 社外取締役
㈱アンビスホールディングス 社外監査役

取 締 役 松 林 篤 樹 ㈱AIK 取締役

取 締 役 三 川 剛 ㈱JAPANDX 取締役
㈱メタウン 代表取締役

取 締 役 伊 藤 潤 一
㈱クラウドワークス 取締役兼執行役員CHRO
アップセルテクノロジィーズ㈱ 社外取締役
BABY JOB㈱ 社外取締役
㈱Life Time Partner 代表取締役社長

取 締 役 伊 藤 真 道 ―

取 締 役 佐 藤 哲 朗 ㈱メタウン 取締役

取 締 役 道 祖 修 二 ㈱メタウン 代表取締役
DOTOWN㈱ 代表取締役

常 勤 監 査 役 宮 崎 園 子 ー

監 査 役 本 橋 広 行
本橋公認会計士事務所 代表
㈱ステイト・オブ・マインド 社外取締役
㈱PR Table 社外監査役

監 査 役 高 橋 宜 治 ㈱ワイズ・ステージ 会長
一般社団法人ディレクトフォース 理事・事務局長

（注）1. 取締役 伊藤 潤一氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 本橋 広行氏及び高橋 宜治氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役 伊藤 潤一氏並びに監査役 本橋 広行氏及び高橋 宜治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指

定し、同取引所に届け出ております。
4. 監査役 本橋 広行氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
5. 取締役 伊藤 真道氏、佐藤 哲朗氏、道祖 修二氏及び監査役 宮崎 園子氏は、2022年5月25日付の定時株主総会において

選任され、就任いたしました。
6. 当事業年度中に退任した監査役

氏名 退任時の地位及び重要な兼職の状況 退任日 理由

伊 藤 真 道 常勤監査役 2022年５月25日 辞任
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(2) 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害
賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最
低責任限度額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、役員として有

用な人材の招聘を行うことができるよう、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社が保
険料の全額を負担しております。その契約の内容の概要は、役員、子会社の役員、執行役員、管理職従業
員を被保険者として、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に株
主、会社、従業員、その他第三者から損害賠償請求がなされた場合に、係る損害賠償金及び訴訟費用等を
補うものです。ただし、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外
とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。

(4) 役員の報酬等
当社は、2021年3月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を

決議しております。
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
各取締役の報酬等の額は、当社の持続的な成長を図る中で、各職責を踏まえた適正な水準とすること
を基本方針としております。具体的には、基本報酬としての月額報酬のみとし、すべて金銭にて支払
うものとします。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2017年10月6日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内（うち、
社外取締役分40,000千円以内）と決議頂いております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数
は４名（うち、社外取締役は２名）です。監査役の報酬限度額は、2014年1月31日開催の臨時株主
総会において年額30百万円以内と決議頂いております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は
０名です。

③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長菅原 貴弘がその具体的内容につ
いて委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の評価配分とします。監
査役の報酬等の額は、承認された報酬限度額内において監査役の協議により、常勤・非常勤の別、監
査業務の状況を考慮して決定しております。

④取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
個人別の報酬額の決定にあたっては、当社の事業状況や各取締役の職務遂行状況を理解していること
から、代表取締役社長 菅原 貴弘に一任しており、また、適正な水準となっていることから決定方針
に沿うものであると取締役会は判断しております。

取締役 7名 107,350千円（うち社外 1名 1,800千円)
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監査役 ４名 11,301千円（うち社外 ３名 5,400千円)
(注)監査役の報酬等の総額には、第11期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。

(5) 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係
取締役伊藤 潤一氏は、㈱クラウドワークスの取締役兼執行役員CHRO、アップセルテクノロジィーズ

㈱の社外取締役、BABY JOB㈱の社外取締役及び㈱Life Time Partnerの代表取締役社長であります。当
社と兼職先との間には、重要な取引その他の関係はありません。
監査役本橋 広行氏は、本橋公認会計士事務所の代表であり、㈱ステイト・オブ・マインドの社外取締

役及び㈱PR Tableの社外監査役であります。当社と兼職先との間には、重要な取引その他の関係はあり
ません。
監査役高橋 宜治氏は、㈱ワイズ・ステージの会長及び一般社団法人ディレクトフォースの理事・事務

局長であります。当社と兼職先との間には、重要な取引その他の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 伊 藤 潤 一

当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席いたしました。資本市場及び金融市場に
おける豊富な経験を活かし、当社グループの企業価値及びガバナンス向上の視点から、業
務遂行の監督機能を果たして頂くことを期待しておりましたが、経営判断や意思決定に必
要な発言を積極的に行って頂くなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助
言等適切な役割を果たして頂いております。

監 査 役 本 橋 広 行
当事業年度に開催された取締役会17回全てに、監査役会14回全てに出席いたしました。公
認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び情報通信業における組織構築やガバナ
ンス上の課題解決の見地から、経営判断や意思決定について適宜発言を行っております。

監 査 役 高 橋 宜 治
当事業年度に開催された取締役会17回全てに、監査役会14回全てに出席いたしました。経
営管理の豊富な経験・知識を活かし、適切な組織運営の見地から、経営判断や意思決定に
ついて適宜発言を行っております。

（注）書面決議による取締役会の回数は除いております。
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5. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

三優監査法人

(2) 報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 37,000千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 37,000千円

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確
に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額
を記載しております。

2. 当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるか
どうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意する旨の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総

会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役

全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最
初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
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6. 会社の体制及び方針
(1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める業務の適正を確保するための体制について、取締役会にお
いて「内部統制に係る基本方針」を決議しております。その概要は以下のとおりであります。

① 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、監査役会設置会社とし、取締役会の監督機能と監査役の監査機能を通して、取締役の職務執行

が、法令、定款及び諸規程等に適合することを確保いたします。取締役及び従業員は、企業倫理の確立な
らびに取締役及び従業員による法令、定款及び社内規程の遵守の確保を目的として制定した「コンプライ
アンス規程」を遵守します。また、内部統制担当者が推進する研修及び点検等を通じて、コンプライアン
スの維持向上を図ります。内部監査においては、法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査、問題点の指
摘及び改善策の提案等を行います。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録等、その他重要な書類等の取締役の職務の執行に係る情報について、適正に記録し、諸

規程に基づき、文書または電磁的記録により適切な保存 • 管理を行います。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理については「リスクマネジメント規程」に基づき、効果的かつ総合的に実施します。経営を

めぐる各種リスクについては、内部統制担当者が総括し、各種リスクへの対応状況を検討し定期的な評価
と新たなリスクの特定を行い、対応策を実施することによりリスク低減を図るとともに、必要に応じて取
締役会に報告される体制をとっております。また、内部監査を実施し、リスク管理体制の評価を行うとと
もに、潜在的なリスクの発生状況を監査します。経営に重大な影響を与える危機が発生した場合は、代表
取締役社長を責任者とした対策本部を設置し、損失を最小限に抑えるとともに早期の回復に努めます。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、毎月の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営に関する重要

事項について審議及び決定するとともに、業務の進捗やリスクに関する事項について審議及び評価を行い
ます。取締役の職務の執行の効率性を確保するため、取締役会において経営資源の配分を決定し、年度予
算等により具体的な経営目標を定め、その経営目標の達成状況につき定期的に検証することにより、業務
の効率化を図ります。当社は、意思決定事項についての決裁方法、決裁者を定めた職務権限規程及び、各
組織の業務分掌を定めた職務分掌規程を策定し、業務執行の範囲及び責任を明確化いたします。

2023年04月21日 15時45分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



26

⑤ 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び当社子会社は、諸規程等に基づき、適正な業務運営のための体制を整備するとともに、定期的

または臨時に内部監査を実施し、内部統制の整備運用を推進し、改善策の指導、実施の支援及び助言等を
行います。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関わる事項
監査役がその職務を補助すべき従業員を求めた場合、補助する業務内容に応じて適切な人材と人員を選

出します。当該従業員については、取締役からの独立性と指示の実効性を確保するために、監査補助業務
については監査役の指揮命令下で職務を遂行し、取締役の指揮命令を受けないものとします。
また、当該従業員は監査補助業務を他の業務に優先して従事するものとし、当該従業員の任命、異動、

評価、懲戒は監査役会の同意を要するものとします。

⑦ 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び従業員は、監査役が出席する取締役会その他重要な会議を通して、経営、財務及びコンプラ

イアンスの遵守状況、事業の進捗状況、経営の重要事項を定期的に報告します。取締役及び従業員は、そ
の職務遂行に関して不正行為、法令または定款に違反する重大な事実の発生、当社に著しい損害を及ぼす
おそれのある事実の発生等があった場合、直ちに監査役会に報告します。
監査役は、いつでも取締役及び従業員に対して事業の報告を求めることができるものとし、報告を求め

られた取締役及び従業員は遅滞なく監査役に報告します。また、当社子会社の取締役及び従業員は、当社
の取締役及び従業員と同様に、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実の発生等があった場合には、
直ちに監査役会に報告するものとします。当社の監査役は、必要に応じて子会社の取締役及び従業員に対
し、業務執行内容の報告を求めることができるものとします。

⑧ 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保する
ための体制
内部通報制度規程を策定し、役員及び従業員等が内部通報制度を通じて内部通報を行い、その通報が客

観的な合理的根拠に基づき誠意あるものであると判断した場合、当該通報を理由として通報者に対する不
利益な取扱いを行わず、かつ当該通報行為に対する報復行為や差別行為から通報者を保護するものとしま
す。
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⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生
ずる費用または債務の処理に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において

審議のうえ、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を
処理します。また、緊急または臨時に支出した費用等についても、当社が事後的に負担するものとしま
す。なお、監査役会は、職務の遂行上必要と認める費用等について、予め予算を計上できるものとしま
す。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は監査のために必要となる会議に出席し、経営の適法性や効率性について監督するものとしま

す。また、監査役は、弁護士や公認会計士等の外部専門家ならびに内部監査部門等と緊密な連携を図ると
ともに、代表取締役社長との間で監査全般に係る意見交換の会合を定期的に開催しております。

⑪ 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のために

「財務報告に係る基本方針」を定め、これに基づく内部統制の整備運用を行うとともに、金融商品取引法
及びその他の関連法令等との整合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し、有効性向上のため
の取り組みを行います。

⑫ 反社会的勢力排除に向けた体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係その他一切の関係を持たず、反社会

的勢力から不当な要求等を受けた場合には、組織的に毅然とした姿勢で対応します。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、取締役会において決議された「内部統制に係る基本方針」に基づき、内部統制システムを整備

し運用しております。当事業年度における運用状況の概要は以下の通りです。

① 取締役の職務の執行について
経営及び業務執行の意思決定機関として、取締役会を月１回以上定期的に開催し、取締役の職務執行の

監督を行うとともに、活発な意見交換と審議の充実に努めました。また、１名の社外取締役が在籍してお
り、適宜忌憚のない意見を述べることで経営や業務執行の監督機能、牽制機能を担っております。なお、
当事業年度においては、取締役会を17回開催しております。
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② リスク管理体制について
総括的管理体制として、リスクマネジメントを統括するリスクマネジメント委員会を設置し、事案の重

要性に応じて、役員及び顧問弁護士を構成員とする会議体と各部門リスク管理推進責任者を構成員とする
会議体に分けて組成しております。活動は定期的な全社リスク及び、部門リスクの洗い出しと重点対策リ
スクの決定、対策計画を立案、評価を行うことで、既存リスクの低減や新たなリスクの特定を行うととも
に、リスクの早期発見とリスク顕在化の未然防止に努めております。また、社外監査役及び顧問弁護士を
窓口とする内部通報制度を設置しております。

③ コンプライアンス体制について
コンプライアンスへの理解を深め、健全な業務執行環境を構築するため、SNSコンプライアンスをはじ

めとした各種研修を行うとともに、当該研修の理解度の確認等を行い、法令及び社会規範の遵守の浸透、
啓発を図っております。

④ 監査役の職務の執行について
株主総会、取締役会に出席するほか、監査役会において定めた監査計画に基づき、重要会議への出席、

重要書類の閲覧、取締役や幹部社員との面談、従業員への質問、グループ会社への往査等により、監査を
実施しました。また、内部監査室及び会計監査人と綿密に連携し、監査の実効性および効率性の向上、内
部統制の改善に努めております。

⑤ 内部監査の実施について
「年度監査計画書」に基づき、全部門を対象に、リスクアプローチに基づく重点監査を行うことを方針

として実施しております。年間を通じて、組織構造の変化に柔軟に対応して監査及び指摘事項の改善確認
を行うとともに、監査役と定期的な情報及び意見の交換を行い、相互連携の強化に努めております。ま
た、発見的統制の強化を図るため、月次で行う随時監査の準備が完了し実施を開始しています。

⑥ その他
財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」を

策定し、これに基づき内部統制の整備、運用及び評価に努めました。
反社会的勢力排除に向け、反社会的勢力対応規程に基づき、取引先と締結する契約書に反社会的勢力排

除条項明記の徹底、取引開始時の調査、顧問弁護士等外部専門家との連携等体制を確立しております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2023年２月28日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 2,509,037 流 動 負 債 1,339,377

現 金 及 び 預 金 1,656,787 買 掛 金 70,535

受取手形、売掛金及び契約資産 633,373 短 期 借 入 金 100,000

そ の 他 230,728 １年内返済予定の長期借入金 455,306

貸 倒 引 当 金 △11,851 未 払 金 266,171

固 定 資 産 3,491,364 未 払 法 人 税 等 48,372

有 形 固 定 資 産 39,842 賞 与 引 当 金 31,556

建 物 附 属 設 備 14,032 株 主 優 待 引 当 金 11,463

工 具、 器 具 及 び 備 品 22,793 そ の 他 355,971

そ の 他 3,016 固 定 負 債 2,326,009

無 形 固 定 資 産 2,697,935 長 期 借 入 金 2,157,333

ソ フ ト ウ エ ア 52,224 預 り 保 証 金 157,960

の れ ん 2,576,753 そ の 他 10,715

そ の 他 68,957 負 債 合 計 3,665,386

投 資 そ の 他 の 資 産 753,586 純 資 産 の 部

投 資 有 価 証 券 510,929 株 主 資 本 2,279,565

関 連 会 社 株 式 17,374 資 本 金 1,217,581

敷 金 70,464 資 本 剰 余 金 1,268,960

繰 延 税 金 資 産 124,388 利 益 剰 余 金 △206,609

そ の 他 30,428 自 己 株 式 △367

貸 倒 引 当 金 △0 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 8,649

その他有価証券評価差額金 8,649

新 株 予 約 権 46,800

純 資 産 合 計 2,335,015

資 産 合 計 6,000,402 負 債 純 資 産 合 計 6,000,402
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連 結 損 益 計 算 書

（2022年
2023年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 4,685,520
売 上 原 価 2,747,458
売 上 総 利 益 1,938,061
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,735,527
営 業 利 益 202,534
営 業 外 収 益

受 取 利 息 174
受 取 配 当 金 61
投 資 事 業 組 合 運 用 益 14,972
雑 収 入 2,986
そ の 他 394 18,588

営 業 外 費 用
支 払 利 息 15,499
支 払 手 数 料 43,762
株 式 交 付 費 4,887
有 価 証 券 評 価 損 4,796
事 務 所 移 転 費 用 607
そ の 他 7,824 77,377

経 常 利 益 143,745
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 44,346 44,346
特 別 損 失

株 式 報 酬 費 用 消 滅 損 14,167
固 定 資 産 除 売 却 損 2,576
投 資 有 価 証 券 評 価 損 39,023 55,767

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 132,323
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 129,345
法 人 税 等 調 整 額 △39,296
当 期 純 利 益 42,273
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 △370
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 42,644
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連結株主資本等変動計算書

（2022年
2023年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 814,981 791,431 △251,420 △367 1,354,625

会計方針の変更による累積的影響額 2,166 2,166

会計方針の変更を反映した当期首残高 814,981 791,431 △249,253 △367 1,356,791

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 402,600 402,600 805,200

親会社株主に帰属する当期純利益 42,644 42,644

連結子会社の増資による持分の増減 49,704 49,704

連結子会社株式の売却による持分の増減 25,225 25,225

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 402,600 477,529 42,644 ー 922,773

当 期 末 残 高 1,217,581 1,268,960 △206,609 △367 2,279,565

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 その他の包括利益累計額合計

当 期 首 残 高 △1,314 △1,314 46,800 1,400,110

会計方針の変更による累積的影響額 2,166

会計方針の変更を反映した当期首残高 △1,314 △1,314 46,800 1,402,277

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 805,200

親会社株主に帰属する当期純利益 42,644

連結子会社の増資による持分の増減 49,704

連結子会社株式の売却による持分の増減 25,225

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 9,964 9,964 9,964

当 期 変 動 額 合 計 9,964 9,964 ー 932,738

当 期 末 残 高 8,649 8,649 46,800 2,335,015
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連 結 注 記 表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結の対象としており、その内容は次のとおりであります。
連結子会社の数 10社
連結子会社の名称 株式会社AIK、株式会社エルテスキャピタル

株式会社エフエーアイ、株式会社JAPANDX
株式会社And Security、ISA株式会社、SSS株式会社、
株式会社ＧｌｏＬｉｎｇ、アクター株式会社、株式会社メタウン
第１四半期連結会計期間より、2022年３月28日に株式会社ＧｌｏＬｉｎｇの全

株式を取得したため、及び2022年４月25日にアクター株式会社の全株式を取得し
たため、当該２社を連結の範囲に含めております。また、当社の連結子会社である
株式会社ＡＩＫが2022年３月16日に、ＩＳＡ株式会社及びＳＳＳ株式会社の全株
式を取得したため、当該２社を連結の範囲に含めております。
第３四半期連結会計期間より、当社の連結子会社である株式会社ＪＡＰＡＮＤＸ

が2022年９月１日に、株式会社メタウンの全株式を取得したため、当該１社を連
結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称
持分法を適用した関連会社の数 1社
主要な会社等の名称
関連会社
ＵＴ創業者の会有限責任事業組合
第１四半期連結会計期間より、2022年４月22日にＵＴ創業者の会有限責任事業組合に出資し、

同組合の業務執行権限を25％有しているため、持分法適用の範囲に含めております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
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時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
を採用しております。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第２条第２項により有価証券と
みなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近
の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定率法を採用しております。但し、2016年４月１日以降取得の建物附属設備については、定額法
を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 ５年～15年
工具、器具及び備品 ３年～８年

② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、見込利用可能期間（５年以内）に基づく定額法によりま

すが、利用目的が第三者への業務処理サービスの提供目的であり、収益との対応も明確なソフトウェア
については、「市場販売目的のソフトウェア」と同様の償却方法を採用しております。「業務処理サービ
ス提供目的のソフトウェア」については、見込販売期間（3年以内）における見込販売収益に基づく償
却額と販売可能な残存販売期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上しております。
ただし、警備事業DXの支援サービス提供に係るソフトウェアについては、投下資本の回収期間を長く
見込んでいるため、見込販売期間を５年としております。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を

計上しております。
③ 株主優待引当金

株主優待制度に伴う支出に備えるため、発生すると見込まれる額を合理的に見積り計上しております。
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（４）重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容

及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。

① デジタルリスク事業
デジタルリスク事業においては、主にＳＮＳやブログなどのＷｅｂ上のソーシャルメディア

に起因するリスク対策を支援するソーシャルリスク対策と営業秘密情報の持ち出しなどの社内
に潜むリスクを検知するインターナルリスク対策を提供しております。
サービス導入までに係る環境設定等の費用は、顧客が利用可能な状態にすることで履行義務

が充足されると判断し、一時点で収益を認識しております。環境設定後のサービス利用料は、
一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、契約期間にわたって収益を認識しており
ます。

② ＡＩセキュリティ事業
ＡＩセキュリティ事業は、フィジカルな警備事業の運営、及び、ＡＩやＩｏＴを組み合わせ

た警備業界のＤＸ推進に係るサービス「ＡＩＫ ｏｒｄｅｒ」等を提供しております。 警備事
業の運営は、顧客との契約に基づき、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、契
約期間にわたって収益を認識しております。
「AIK order」は、当社グループから顧客に提供したソフトウェアを利用することを通じて、

警備会社との間で警備サービス提供取引が成立することで履行義務が充足されると判断し、一
時点で収益を認識しております。

③ ＤＸ推進事業
ＤＸ推進事業は、行政の住民サービスのデジタル化支援、エンジニアなどのＤＸ人材の派遣

サービス、プロパティ・マネジメント事業を提供しております。
デジタル化支援については、サービス導入までに係わる環境設定等の費用は、顧客が利用可

能な状態にすることで履行義務が充足されると判断し、一時点で収益を計上しております。環
境設定後のサービス利用料は一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、契約期間に
わたって収益を認識しております。
DX人材の派遣については、顧客との契約に基づき一定の期間にわたり履行義務が充足される

と判断し、契約期間にわたって収益を認識しております。
プロパティ・マネジメント事業については、賃借人との賃貸借契約に基づき、一定の期間に

わたり履行義務が充足されると判断し、契約期間にわたって収益を認識しております。
なお、サブリース物件の賃貸収入については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基

準第13号 2007年3月30日）等に基づき収益を認識しております。
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（５）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
① 繰延資産の処理方法

創立費
５年にわたり均等償却しております。

② のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、５～10年間で均等償却しております。

③ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。ただし、株式会社AIK及びその子会社である株式会社And

Security、ISA株式会社、SSS株式会社においては、連結納税制度の適用外であります。
④ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設さ
れたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行
われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関
する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る
会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せ
ず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(会計方針の変更に関する注記)
１．収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これ
により、デジタルリスク事業のコンサルティング案件のうち、収益認識会計基準の第38項（3）の要件を
満たす案件について、従来は成果の確実性が認められるサービス提供の完了時に一括して収益を認識して
おりましたが、、当連結会計年度から一定の期間にわたり充足される履行義務として、経過期間に応じて収
益を認識するよう変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連
結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結
果、当連結会計年度の売上高は5,009千円増加し、売上原価は253千円減少し、「営業利益」、「経常利益」
及び「税金等調整前当期純利益」はそれぞれ5,262千円増加しております。また、利益剰余金の 当期首残
高は2,166千円増加しております。 なお、収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸
借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手
形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。

２．時価の算定に関する会計基準等の適用
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「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結計算書類
に与える影響はありません。
また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記

を行うことといたしました。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
１. ソフトウエアの評価

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
ソフトウエア 121,122千円（注）
（うち、自治体向けDXの支援サービス提供に係るソフトウエア 41,791千円

警備事業ＤＸの支援サービス提供に係るソフトウェア 75,098千円）
（注）ソフトウエア計上額121,122千円には、ソフトウエア仮勘定68,897千円を含みます。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結貸借対照表に計上されているソフトウエアのうち、自治体向けDXの支援サービス提供および

警備事業DXの支援サービス提供に係るソフトウエアについては、未償却残高が翌期以降の見込販売
収益の額を上回った場合、当該超過額は一時の費用又は損失として処理することとしております。
当該ソフトウエアについては、将来の見込販売収益の予測により、資産性の検討を行っておりま

す。見込販売収益の予測に関する見積りに用いられた重要な仮定には、主として新規の受注獲得見込
が含まれております。
上記の見込販売収益の予測は、新規の受注獲得見込みを主な仮定としており、翌連結会計年度にお

いて予測通りの受注が行われないなど、当該ソフトウエアの投資額を回収できなくなる見込みとなっ
た場合には、一時の費用又は損失が発生する可能性があり、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な
影響を与える可能性があります。

２. 非上場株式等の評価
(1) 当連結会計年度中に連結計算書類に計上した金額

投資有価証券（非上場株式等） 275,072千円
投資有価証券評価損 28,847千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、当社グループの持続的な成長を実現するため、非上場企業及び投資事業有限責任

組合への投資を行っております。当該非上場株式等の評価に当たっては、投資時の取得価格より実質
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価格が著しく下落したときに、減損処理を行います。
実質価格の評価については、その主要な仮定を売上高及び営業利益とし、投資先の投資時における

事業計画に対する達成状況や事業の状況、将来の成長性を総合的に勘案して判断しております。主要
な仮定の不確実性は高く、経営環境の変化等により、投資先に業績悪化が生じた場合、翌連結会計年
度の投資有価証券の金額に重要な影響を与える可能性があります。

３.のれんの評価
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん 2,576,753千円

(2) 識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
子会社株式を取得した際に発生したものです。のれんについては、減損の兆候の有無を検討し、減

損の兆候を識別した場合には、のれんの残存償却期間に対応する期間における割引前将来キャッシ
ュ・フローを事業計画に基づいて算定し、帳簿価額と比較して減損損失の認識の要否を判定していま
す。減損損失の認識が必要と判定された場合、当該のれんについては、回収可能価額まで減額し、当
該減少額を減損損失として認識します。
当連結会計年度において、のれんに減損の兆候を識別した資産グループについては、のれんの減損

損失の認識の判定を行っております。のれんの減損損失の認識の判定にあたり、資産グループの継続
的使用によって生じる将来キャッシュ・フローの見積りは、取締役会等が承認した事業計画をもとに
作成しており、事業計画における主要な仮定は主に受注見込等に基づく販売計画と考えております。
主要な仮定の不確実性は高く、経営環境の変化等により、販売計画が未達成となった場合、翌連結会
計年度の連結のれんの金額に重要な影響を与える可能性があります。

(追加情報)
(財務制限条項）
１．当社の連結子会社である株式会社ＡＩＫは、株式会社Ａｎｄ Ｓｅｃｕｒｉｔｙの全株式を取得し、完

全子会社化するための株式取得資金として、株式会社りそな銀行と2020年12月25日付けで「金銭消
費貸借契約」を締結しており、この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。

前連結会計年度 当連結会計年度

(2022年２月28日) (2023年２月28日)

借入金残高 525,000千円 450,000千円
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なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。
2022年２月期以降、債務者、株式会社エルテス及び株式会社Ａｎｄ Ｓｅｃｕｒｉｔｙの各事業年

度の決算期におけるそれぞれの単体の損益計算書に示されるキャッシュフローの合計金額を75,000
千円以上に維持すること。
なお、キャッシュフローとは経常損益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当

額を控除した金額をいう。

２．当社の連結子会社である株式会社ＡＩＫは、ＩＳＡ株式会社およびＳＳＳ株式会社の全株式を取得し、
両者を完全子会社化するための株式取得資金として、株式会社りそな銀行と2022年３月14日付で
「金銭消費貸借契約」を締結しており、この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。

前連結会計年度 当連結会計年度

(2022年２月28日) (2023年２月28日)

借入金残高 ― 千円 525,638千円

なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。
2024年２月期以降の各事業年度の決算期における親会社である株式会社エルテスの連結損益計算

書のキャッシュフローの金額を、資金使途を株式購入資金又は設備資金とする長期借入金の当該事業
年度における約定返済額以上に維持すること。ただし、2023年２月期においては、同金額の90%以
上の金額を維持することとする。
なお、キャッシュフローの金額とは、経常損益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人

税等充当額及び支払配当額を控除した金額をいう。

３．当社の連結子会社である株式会社ＪＡＰＡＮＤＸは、株式会社メタウン(旧バンズ保証株式会社）の全
株式を取得し、完全子会社化するための株式取得資金として、株式会社りそな銀行と2022年９月１日
付で「金銭消費貸借契約」を締結しており、この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。

前連結会計年度 当連結会計年度

(2022年２月28日) (2023年２月28日)

借入金残高 ― 千円 1,114,300千円
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なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。
2024年２月期以降の各事業年度の決算期における親会社である株式会社エルテスの連結損益計算

書のキャッシュフローの金額を、資金使途を株式購入資金又は設備資金とする長期借入金の当該事業
年度における約定返済額以上に維持すること。ただし、2023年２月期においては、同金額の90％以
上の金額を維持することとする。
なお、キャッシュフローの金額とは、経常損益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人

税等充当額及び支払配当額を控除した金額をいう。

（連結貸借対照表に関する注記）
１．受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権の金額及び契約資産

受取手形 7,315千円
売掛金 620,548千円
契約資産 5,510千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 87,144千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 6,050,880株
２． 当連結会計年度末における自己株式の数

普通株式 25,143株
３. 配当に関する事項

該当事項はありません。
４. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式

の数
普通株式 936,000株
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金計画に基づき、必要な資金を調達しております。資金運用については、短期的
な預金等に限定し、デリバティブ取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に株式であります。上場株式については、主に業務上の関係を有する企業の株式

でありますが、市場価格の変動リスクに晒されております。非上場の株式については、発行体の信用リ
スクに晒されております。
営業債務である買掛金は３ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は主に運転資金や企業買収に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、

最長で10年以内であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理

当社グループは、社内規程に従い、取引先の状況を定期的に確認し、取引相手先ごとに財務状況等の
悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 市場リスクの管理
投資有価証券のうち上場株式については、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上

の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や取引先の財務状況を把握し、取引先企業との関係を
勘案して保有状況を継続的に見直しております。非上場の株式については、発行体の信用リスクに晒さ
れており、定期的に発行体の財務状況等を把握しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できないリスク)の管理
当社グループは、各部門からの報告に基づき担当部門が適時に資金計画を作成及び更新するととも

に、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因に織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2023年２月28日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

（１）投資有価証券 （※２）

その他有価証券 235,657 235,657 ー

資産計 235,657 235,657 ー

（２）長期借入金 （※３）
（1年内返済予定を含む） 2,612,639 2,619,587 6,948

負債計 2,612,639 2,619,587 6,948

（※１）「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」につ
いては、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しておりま
す。連結貸借対照表計上額の内訳は以下のとおりであります。

金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 1,656,787 ー ー ー
受取手形、売掛金及び契約資産 633,373 ー ー ー

合計 2,290,161 ー ー ー
（※２）市場価格のない株式等は、「(１) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸

借対照表計上額は以下のとおりであります。

(単位：千円)
区分 当連結会計年度

非上場株式 86,274
投資事業有限責任組合出資 188,797
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(※３) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 455,306 412,632 412,084 417,878 357,476 557,263

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の 3 つの
レベルに分類しております。
レベル 1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した

時価
レベル 2 の時価：レベル 1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて

算定した時価
レベル 3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。

（１）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券
株式 235,657 ― ― 235,657

（２）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分 時価
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レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 ー 2,619,587 ー 2,619,587

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基

に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)
報告セグメント

合計デジタル
リスク事業

ＡＩセキュリ
ティ事業 ＤＸ推進事業

顧客との契約から生じる
収益 2,364,377 1,332,436 447,760 4,144,575

その他の収益 － － 540,945 540,945

外部顧客への売上高 2,364,377 1,332,436 988,705 4,685,520

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「連結注記表（連結計算書類作成のため

の基本となる重要な事項に関する注記等）4．会計方針に関する事項 (４)重要な収益及び費用の計上基準」
に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
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① 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高は以下のとおりです。
(単位：千円)

当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権
（受取手形及び売掛金） 426,553 627,863

契約資産 4,994 5,510

契約負債 36,386 51,368

② 残存履行義務に配分した取引価格
当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務

に配分された取引価格の記載を省略しております。なお、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に
含まれていない重要な金額はありません。

（企業結合・事業分離に関する注記）
１．株式取得による会社等の重要な買収

当社は、2022年3月10日開催の取締役会決議に基づき、当社の連結子会社である株式会社ＡＩＫ（以
下、「ＡＩＫ」）は、ＩＳＡ株式会社（以下、「ＩＳＡ」）およびＳＳＳ株式会社（以下、「ＳＳＳ」）の全株
式を取得し、両社は当社の連結子会社となりました。

① 企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 ＩＳＡ株式会社 ＳＳＳ株式会社
事業の内容 雑踏・交通警備事業

(2) 企業結合を行う主な理由
当社グループでは、これまで培ってきたデジタルリスクマネジメントの知見や、最先端のテクノロ

ジーを活用することで、「デジタルとリアルが融合する新な警備事業」を創出することを目指し、連
結子会社であるＡＩＫを中心に、「ＡＩセキュリティ事業」の育成に注力してまいりました。
2020年には警備業界での長年の経験・知見を有する株式会社Ａｎｄ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ（旧株式会

社アサヒ安全業務社）をグループに迎え入れたことで、リアルな警備事業の拡充に留まらず、警備会
社特有の課題抽出や、デジタルプロダクトの現場での実地検証が可能になるなど、当社グループの企
図するＤＸソリューションの開発・実装においても大きな推進力を得ました。
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上記のような取り組みをさらに加速させ、新時代のデジタル警備サービスを質・量ともに充実させ
るべく、このたび連結子会社であるＡＩＫがＩＳＡ及びＳＳＳの株式を100％取得し、完全子会社化
することを決議いたしました。
ＩＳＡは2011年に北海道札幌市で創業し、大手電気通信工事会社を始めとした強固な顧客基盤を

有し年々成長を続ける警備会社であり、ＳＳＳは2016年に設立されたＩＳＡの関連会社です。ＩＳ
Ａ・ＳＳＳは季節的変動が少ない電気通信工事現場での警備を強みとしており、冬季の積雪により需
要が低迷しがちな北海道の警備業界において高い競争力を有しております。一方でその業務形態には
まだまだデジタル化の余地があるとの認識から、このたび当社グループの掲げるビジョンに強く共感
をいただき、本件実行の運びとなりました。

(3) 企業結合日
2022年３月16日

(4) 企業結合の法的形式
現金を対価とした株式取得

(5) 結合後企業の名称
ＩＳＡ株式会社 ＳＳＳ株式会社

(6) 取得した議決権比率
100％

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社連結子会社であるＡＩＫが、現金を対価としてIＳＡ及びＳＳＳの全株式を取得したためであり

ます。

② 連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
2022年３月１日から2023年2月28日まで

③ 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得価額につきましては、相手先の意向により非開示とさせていただきますが、外部専門家（財務・

税務・法務）のデューデリジェンスの結果に基づき、ＥＢＩＴＤＡ倍率法やＤＣＦ法等の算定方式によ
る事業価値評価を実施し、相手先との協議により決定しております。

④ 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 9,100千円

⑤ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額

558,216千円
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(２) 発生原因
主としてＩＳＡ及びＳＳＳが事業展開により期待される将来の超過収益力により発生したものであ

ります。
(３) 償却方法及び償却期間

10年間にわたる均等償却

⑥ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
・ＩＳＡ株式会社

流動資産 122,237 千円

固定資産 9,011 千円

資産合計 131,249 千円

流動負債 71,800 千円

固定負債 29,203 千円

負債合計 101,004 千円

・ＳＳＳ株式会社
流動資産 27,486 千円

固定資産 644 千円

資産合計 28,131 千円

流動負債 10,488 千円

固定負債 2,104 千円

負債合計 12,592 千円

⑦ 企業結合が当連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に
及ぼす影響の概算額及びその算定方法

当連結会計年度の期首から企業結合を行っているため記載を省略しております。

２．株式取得による会社等の重要な買収
当社は、2022年３月18日開催の取締役会決議に基づき、当社は、株式会社ＧｌｏＬｉｎｇ（以下、

「ＧｌｏＬｉｎｇ」）の全株式を取得し、ＧｌｏＬｉｎｇは当社の連結子会社となりました。
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① 企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社ＧｌｏＬｉｎｇ
事業の内容 ＳＥＳ事業、受託開発事業、海外事業、メインフレーム事業

(2) 企業結合を行う主な理由
現状、様々な企業や組織において喫緊の課題であるデジタルトランスフォーメーションですが、急

速な変革に伴うデジタル面でのリスク増大も問題となっています。その中でも大きな課題が人材の不
足です。2020 年の経済産業省の調査レポートによると、2030年には45万人のIT人材が不足すると
予想されています。
限られたIT人材を成長のためのデジタル変革に偏重した結果、サイバーセキュリティが疎かになる

ことは避けなければいけません。こうした状況下において、デジタルリスクの専門家である当社に対
し、ソリューションと人材の両面から支援を求める要望が高まり続けています。
そのため当社では以前より、クライアントの内外からシステム開発支援を行うノウハウを持った企

業との連携を模索しておりました。今回、ＧｌｏＬｉｎｇが当社のビジョンを目指す上で最適なパー
トナーであるとの判断から、本件株式取得の決定に至りました。ＧｌｏＬｉｎｇは金融、物流・製
造、小売、行政、通信、教育など幅広い業種・業界の企業に対して、コンサルティングから実装まで
の幅広いシステム開発支援を行っており、確かな技術・実績とともに、過去三年で売上82%増の急成
長を遂げています。
本件株式取得実行後は、ＧｌｏＬｉｎｇのシステム開発支援に当社のセキュリティ領域の知見を付

加し、更なる成長の加速を目指すと同時に、当社グループのInternal Risk Intelligenceのエンジニア
拡充や、各種ソリューション開発の内製化といったシナジーにより、大きな収益貢献を見込んでおり
ます。新たな体制の当社グループで一丸となり、ＤＸに際した人材不足とデジタル化によって起きる
新たなリスクに苦しむ企業の課題解決に邁進してまいります。

(3) 企業結合日
2022年３月28日

(4) 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

(5) 結合後企業の名称
株式会社ＧｌｏＬｉｎｇ

(6) 取得した議決権比率
100％

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が、現金を対価としてＧｌｏＬｉｎｇの全株式を取得したためであります。

② 連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
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2022年３月１日から2023年2月28日まで

③ 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得価額につきましては、相手先の意向により非開示とさせていただきますが、外部専門家（財務・

税務・法務）のデューデリジェンスの結果に基づき、ＥＢＩＴＤＡ倍率法やＤＣＦ法等の算定方式によ
る事業価値評価を実施し、相手先との協議により決定しております。

④ 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 19,150千円

⑤ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額

202,155千円
(2) 発生原因

主としてＧｌｏＬｉｎｇが事業展開により期待される将来の超過収益力により発生したものであり
ます。

(3) 償却方法及び償却期間
６年間にわたる均等償却

⑥ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 63,260 千円

固定資産 5,168 千円

資産合計 68,428 千円

流動負債 35,695 千円

固定負債 4,888 千円

負債合計 40,584 千円

⑦ 企業結合が当連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に
及ぼす影響の概算額及びその算定方法
当連結会計年度の期首から企業結合を行っているため記載を省略しております。

３．株式取得による会社等の重要な買収
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当社は、2022年４月8日開催の取締役会決議に基づき、アクター株式会社（以下、「アクター」とい
う。）の全株式を取得し、アクターは当社の連結子会社となりました。

① 企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 アクター株式会社
事業の内容 WEB広告運用、WEBサイト企画・制作・運営・保守

(2) 企業結合を行う主な理由
当社では、中核セグメントであるデジタルリスク事業において蓄積したビッグデータ解析やネット

上の炎上対策のノウハウを活用し、より広範なクライアントの課題を解決することを目的として、昨
年度よりデジタルマーケティング領域へ参入しております。このような取り組みを背景として、当該
領域におけるノウハウを有する企業との提携を模索していた折、本件株式取得検討の機会を得まし
た。
アクターは、中国地方の金融機関を主要な顧客とするデジタルマーケティング企業で、WEB広告

運用やWEB制作にとどまらず、確固たる実力に裏付けされた総合的なITコンサルティングサービスを
提供することで、高い付加価値と収益性を実現しています。
当社はアクターとの合流により、上述のデジタルマーケティング領域への進出の加速を図ります。

さらに、アクターの有する金融機関向けサービスのノウハウ獲得により、多くの金融機関から反響を
得ている当社のInternal Risk Intelligenceも組み合わせた全国金融機関への支援拡大、ひいては当社
グループが企図するスマートシティ構築における地域金融・経済の活性化への貢献も目指します。
既存領域、新規領域双方での事業成長のドライブを目的として、本件株式取得を実行いたしまし

た。
(3) 企業結合日

2022年４月25日
(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得
(5) 結合後企業の名称

アクター株式会社
(6) 取得した議決権比率

100％
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が、現金を対価としてアクターの全株式を取得したためであります。

② 連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
2022年４月１日から2023年2月28日まで
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③ 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得価額につきましては、相手先の意向により非開示とさせていただきますが、外部専門家（財務・

税務・法務）のデューデリジェンスの結果に基づき、ＥＢＩＴＤＡ倍率法やＤＣＦ法等の算定方式によ
る事業価値評価を実施し、相手先との協議により決定しております。

④ 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 28,700千円

⑤ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額

343,641千円
(2) 発生原因

主としてアクターが事業展開により期待される将来の超過収益力により発生したものであります。
(3) 償却方法及び償却期間

７年間にわたる均等償却

⑥ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 107,782 千円

固定資産 12,323 千円

資産合計 120,106 千円

流動負債 23,747 千円

負債合計 23,747 千円

⑦ 企業結合が当連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に
及ぼす影響の概算額及びその算定方法
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

４．株式取得による会社等の重要な買収
当社は、2022年７月21日開催の取締役会決議に基づき、連結子会社である株式会社ＪＡＰＡＮＤＸ

（以下「ＪＡＰＡＮＤＸ」という。）が、バンズ保証株式会社（以下、「バンズ保証」という。）の全発行済
普通株式を2022年９月１日に取得し、バンズ保証は当社の連結子会社となりました。なお、当社は、
2022年９月１日開催の取締役会において、連結子会社であるバンズ保証の商号を株式会社メタウンに変
更することを決議し、同日開催のバンズ保証の臨時株主総会において承認されております。
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① 企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社メタウン
事業の内容 プロパティ・マネジメント事業

(2) 企業結合を行った主な理由
2020年に設立した当社連結子会社のＪＡＰＡＮＤＸでは、「ＤＸ推進事業」の担い手として、これ

まで当社グループが培ってきたリスクマネジメントやデジタル化に関する知見を結集させ、人々が安
心・安全・快適に暮らすスマートシティを構築することを目指しています。2022年５月には、メタバ
ースやデジタルツインを活用してスマートシティを形成する『メタシティ構想』を公表し、当社グル
ープ全体で取り組みを強化しております。
現在ＪＡＰＡＮＤＸは行政やビジネスのデジタル化推進を中心に事業展開を行っておりますが、最

終的に掲げるビジョンを実現するためには、人々の生活空間である住宅・不動産に関する営みをＤＸ
により効率化し、周辺リスクに対するマネジメントまで一気通貫で提供することが必要不可欠である
と考えております。そのため当社グループでは、住宅や不動産に関するノウハウを有する企業との提
携をかねてから模索しておりました。不動産経営に関するサービスを提供するプロパティ・マネジメ
ント事業は、未だにアナログな慣行が多く残る、デジタル化による成長余地の特に大きい領域です。
当社グループのデジタルに関するノウハウを付加することで当該領域の業務ＤＸを実現する革新的

なソリューションを創出し、プロパティ・マネジメント事業の更なる成長を目指します。開発した業
務ＤＸソリューションはパッケージ化して不動産業界への実装を推進し、当社グループＤＸ推進事業
の収益への貢献も展望します。

(3) 企業結合日
2022年９月１日

(4) 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

(5) 結合後企業の名称
株式会社メタウン

(6) 取得した議決権比率
100％

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社の100%子会社であるＪＡＰＡＮＤＸが、現金を対価として株式会社メタウンの全株式を取得

したためであります。

② 連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
2022年９月１日から2023年2月28日まで
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③ 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 1,566,000千円
取得原価 1,566,000千円

④ 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等（概算額） 15,000千円

⑤ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額

1,491,020千円
(2) 発生原因

主としてＤＸ推進事業において、ＪＡＰＡＮＤＸが株式会社メタウンとともに不動産領域のＤＸ化
を推進することによって期待される超過収益力であります。

(3) 償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却

⑥ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 569,462 千円

固定資産 57,126 千円

資産合計 626,588 千円

流動負債 396,102 千円

固定負債 155,506 千円

負債合計 551,608 千円

⑦ 企業結合が当連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に
及ぼす影響の概算額及びその算定方法

売上高 1,378,129 千円

営業利益 137,901 千円

経常利益 137,903 千円

税金等調整前当期純利益 137,903 千円

親会社株主に帰属する当期純利益 212,428 千円
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１株当たり当期純利益 36.26 千円

（１株当たり情報に関する注記）

1. １株当たり純資産額 379円74銭
2. １株当たり当期純利益 7円28銭

（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2023年２月28日現在）

(単位：千円)
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 1,163,466 流 動 負 債 524,092
現 金 及 び 預 金 736,988 買 掛 金 44,762
受 取 手 形 7,315 短 期 借 入 金 100,000
売 掛 金 296,310 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 107,306
前 渡 金 3,451 未 払 金 78,355
前 払 費 用 55,758 未 払 費 用 18,399
未 収 入 金 65,000 未 払 法 人 税 等 60,090
そ の 他 2,401 前 受 金 30,335
貸 倒 引 当 金 △3,759 預 り 金 6,351
固 定 資 産 2,039,721 賞 与 引 当 金 16,500
有 形 固 定 資 産 26,615 株 主 優 待 引 当 金 11,463
建 物 附 属 設 備 14,273 そ の 他 50,527
工 具、 器 具 及 び 備 品 12,341 固 定 負 債 202,520
無 形 固 定 資 産 4,252 長 期 借 入 金 202,520
ソ フ ト ウ エ ア 4,193 負 債 合 計 726,612
そ の 他 59 純 資 産 の 部

投 資 そ の 他 の 資 産 2,008,853 株 主 資 本 2,419,563
投 資 有 価 証 券 494,357 資 本 金 1,217,581
関 係 会 社 株 式 808,057 資 本 剰 余 金 1,194,031
敷 金 53,932 資 本 準 備 金 1,194,031
保 証 金 637 利 益 剰 余 金 8,318
破 産 更 生 債 権 等 0 そ の 他 利 益 剰 余 金 8,318
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 607,654 繰 越 利 益 剰 余 金 8,318
長 期 前 払 費 用 19,144 自 己 株 式 △367
繰 延 税 金 資 産 44,281 評 価 ・ 換 算 差 額 等 10,211
貸 倒 引 当 金 △19,211 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 10,211

新 株 予 約 権 46,800
純 資 産 合 計 2,476,574

資 産 合 計 3,203,187 負 債 純 資 産 合 計 3,203,187
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損 益 計 算 書

（2022年
2023年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,062,680
売 上 原 価 839,198
売 上 総 利 益 1,223,481
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 959,388
営 業 利 益 264,093
営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,541
投 資 事 業 組 合 運 用 益 14,972
そ の 他 296 16,810

営 業 外 費 用
支 払 利 息 4,909
支 払 手 数 料 7,682
株 式 交 付 費 用 4,887
有 価 証 券 評 価 損 4,796
雑 損 失 4,638 26,914

経 常 利 益 253,989
特 別 利 益

子 会 社 株 式 売 却 益 25,350

投 資 有 価 証 券 売 却 益 44,346 69,696
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 2,576
投 資 有 価 証 券 評 価 損 19,805
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 4,641
株 式 報 酬 費 用 消 滅 損 14,167 41,191

税 引 前 当 期 純 利 益 282,494
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 78,557
法 人 税 等 調 整 額 △18,167
当 期 純 利 益 222,104
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株主資本等変動計算書

（2022年
2023年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 814,981 791,431 791,431 △213,785 △213,785 △367 1,392,259

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 402,600 402,600 402,600 805,200

当 期 純 利 益 222,104 222,104 222,104
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 402,600 402,600 402,600 222,104 222,104 ― 1,027,304

当 期 末 残 高 1,217,581 1,194,031 1,194,031 8,318 8,318 △367 2,419,563

評価・換算差額等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 580 580 46,800 1,439,639

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 805,200

当 期 純 利 益 222,104
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 9,631 9,631 9,631

当 期 変 動 額 合 計 9,631 9,631 ― 1,036,935

当 期 末 残 高 10,211 10,211 46,800 2,476,574
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個 別 注 記 表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を

採用しております。
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなさ

れるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基
礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。但し、2016年４月１日以降取得の建物附属設備については、定額法を
採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 ５年～15年
工具、器具及び備品 ３年～８年

(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（２）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上

しております。
（３）株主優待引当金

株主優待制度に伴う支出に備えるため、発生すると見込まれる額を合理的に見積り計上しておりま
す。
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４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（１）収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義
務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。

デジタルリスク事業
デジタルリスク事業においては、主にＳＮＳやブログなどのＷｅｂ上のソーシャルメディア

に起因するリスク対策を支援するソーシャルリスク対策と営業秘密情報の持ち出しなどの社内
に潜むリスクを検知するインターナルリスク対策を提供しております。
サービス導入までに係る環境設定等の費用は、顧客が利用可能な状態にすることで履行義務

が充足されると判断し、一時点で収益を認識しております。環境設定後のサービス利用料は、
一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、契約期間にわたって収益を認識しており
ます。

(２) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算

制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について
は、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応
報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延
税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

（会計方針の変更に関する注記）
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」 と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、 当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによ
り、デジタルリスク事業のコンサルティング案件のうち、収益認識会計基準の第38項（3）の要件を満た
す案件については、従来成果の確実性が認められるサービス提供の完了時に一括して収益を認識しており
ましたが、当事業年度から、一定の期間にわたり充足される履行義務として、経過期間に応じて収益を認
識するよう変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱

いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は5,009千円増加し、売上原価は253千円減少し、「営業利益」、
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「経常利益」及び「税引前当期純利益」はそれぞれ5,262千円増加しております。また、利益剰余金の
当期首残高は2,166千円増加しております。

（会計の見積りに関する注記）
非上場株式等の評価
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

投資有価証券（非上場株式等） 494,357千円
投資有価証券評価損 9,629千円
関係会社株式（非上場株式等） 808,057千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場株式等の評価については、当該株式等の実質価額が取得原価と比べて50%程度以上低下した場
合に、株式等の実質価格が著しく低下したと判断し、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場
合を除き、減損処理を行うこととしております。超過収益力を加味して取得した非上場株式等について
は、超過収益力が毀損したため実質価格が著しく低下したと認められた場合、減損処理を行うこととし
ております。
取得時の超過収益力の毀損の有無は、投資先の事業計画の実現可能性、計画と実績の乖離状況、売上
高成長率を総合的に勘案して判断しております。 投資先の事業計画と実績に乖離等が生じ超過収益力
の毀損が認められた場合には、減損処理が必要となり、翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可
能性があります。

（貸借対照表に関する注記）
１．資産から直接控除した減価償却累計額

有形固定資産
建物附属設備 35,750千円
工具、器具及び備品 35,907千円

２．保証債務及び手形遡及債務等
下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
㈱AIK 975,638千円
㈱JAPANDX 1,114,300千円
計 2,089,938千円

３．関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額は、次の
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とおりであります。
短期金銭債権 61,255千円
短期金銭債務 49,380千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

営業取引 29,241千円
営業取引以外の取引 6,173千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の数

普通株式 25,143株
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税 7,214千円

未払賞与 5,757千円

貸倒引当金 7,033千円

株式報酬費用 18,690千円

減価償却超過額 28,061千円

敷金償却 5,281千円

投資有価証券評価損 24,944千円

子会社株式評価損 44,723千円

株主優待引当金 3,510千円

繰越欠損金 4,316千円

その他 1,245千円

繰延税金資産小計 150,780千円

評価性引当金 101,992千円

繰延税金資産合計 48,787千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4,506千円

繰延税金負債合計 4,506千円

繰延税金資産純額 44,281千円

2023年04月21日 15時45分 $FOLDER; 63ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



62

（関連当事者との取引に関する注記）
１．関連会社等

種
類

会社等
の
名称

所在地

資本金
又は
出資金
(千円)

事業
内容
又は
職業

議決権等
の所有(被
所有)割合

(％)

関連当
事者と
の関係

取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

子
会
社

㈱AIK
東京都
千代田
区

10,000 警備
事業

(所有)
直接
94.62

債務
保証

債務保
証

（注1）
975,638 － －

㈱エル
テス
キャピ
タル

東京都
千代田
区

10,000 投資
事業

(所有)
直接

100.00

資金の
援助

貸付金 36,420
関係会社
長期
貸付金

41,420

受取
利息

（注2）
155

関係会社
長期

未収入金
ー

貸倒
引当金
繰入額

4,641 貸倒
引当金 19,211

㈱
JAPAND
X

東京都
千代
田区

20,000 DX
事業

(所有)
直接

100.00

資金の
援助

債務
保証

（注1）
1,114,300 － －

資金の
貸付 498,000

関係会社
長期
貸付金

498,000

受取
利息

（注2）
1,376 未収入金 1,700

（注１）債務保証は、金融機関からの融資に対して保証したものであり、取引金額は期末日現在の当社分の保証
残高であります。

（注２）取引条件及び取引条件の決定方針等貸付利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
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２．役員及び個人主要株主等

種
類

会社等
の
名称

所在地

資本金
又は
出資金
(千円)

事業
内容
又は
職業

議決権等
の所有(被
所有)割合

(％)

関連当
事者と
の関係

取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

役
員

菅原
貴弘 － －

当社
代表
取締
役

(被所有)
直接
5.27
間接
16.84

－ 株式の
売買

30,000
(注１）

有価
証券 30,000

（注１）投資有価証券の取得価額については、企業価値を勘案し、双方協議の上、合理的に決定しております。

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表 （収益認識に関す

る注記）」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１. １株当たり純資産額 403円23銭
２. １株当たり当期純利益 37円92銭

（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2023年４月19日
株式会社エルテス

取締役会 御中
三 優 監 査 法 人
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 米 林 喜 一

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 井 形 敦 昌

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社エルテスの２０２３年３月１日から２０２３年２月２８日ま

での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エ

ルテス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連

結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場
合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2023年４月19日
株式会社エルテス

取締役会 御中
三 優 監 査 法 人
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 米 林 喜 一

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 井 形 敦 昌

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エルテスの2022年３月１日から2023年２月28日ま

での第12期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類

等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算

書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場
合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年３月１日から2023年２月28日までの第1２期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が
作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締

役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用

人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて

説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。ま
た、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受
けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及
びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第
３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）
について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事

業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3） 連結計算書類の監査結果

会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年４月19日
株式会社エルテス 監査役会

常 勤 監 査 役 宮 崎 園 子 ㊞

監 査 役
（社 外 監 査 役）

本 橋 広 行 ㊞

監 査 役
（社 外 監 査 役）

高 橋 宜 治 ㊞

以 上
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株主総会会場ご案内図
東京都千代田区霞が関三丁目２番５号
プラザホール（霞が関ビルディング１階）

会場

交通

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

虎ノ門駅

霞ヶ関駅

（東京メトロ銀座線） 下車、（11番出口） 徒歩約２分
（東京メトロ千代田線・日比谷線・丸ノ内線） 下車、（Ａ13番出口） 徒歩約５分 
会場には駐車場の用意がございませんのでご了承ください。
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